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補聴器販売の在り方に関する補聴器販売の在り方に関する
（社）日本耳鼻咽喉科学会の基本方針（社）日本耳鼻咽喉科学会の基本方針

１．補聴器は、難聴によるコミュニケーション障害の１．補聴器は、難聴によるコミュニケーション障害の
補完を目的とする医療機器であり、耳鼻咽喉科医補完を目的とする医療機器であり、耳鼻咽喉科医
の診断のもとに購入されるべきである。の診断のもとに購入されるべきである。

２．補聴器販売に従事する者は、その難聴者に有効２．補聴器販売に従事する者は、その難聴者に有効
かつ適正な補聴器を販売するために、耳鼻咽喉科かつ適正な補聴器を販売するために、耳鼻咽喉科
の指導を受ける。の指導を受ける。

３．各都道府県地方部会では地方部会長、補聴器３．各都道府県地方部会では地方部会長、補聴器
キーパーソン、福祉医療委員会委員、補聴器相談キーパーソン、福祉医療委員会委員、補聴器相談
医等の協力のもとに上記の事項の実現を目指す。医等の協力のもとに上記の事項の実現を目指す。



補聴器販売の在り方に関する補聴器販売の在り方に関する
（社）日本耳鼻咽喉科学会の基本方針（社）日本耳鼻咽喉科学会の基本方針

当面の具体的事項当面の具体的事項

１．補聴器製造販売業者および販売業者にたいして１．補聴器製造販売業者および販売業者にたいして
改正薬事法（平成１７年度施行）の遵守を指導する。改正薬事法（平成１７年度施行）の遵守を指導する。

２．身体障害者福祉法による補聴器の交付におい２．身体障害者福祉法による補聴器の交付におい
ては、適切な補聴器交付が行われるよう取り計らい、ては、適切な補聴器交付が行われるよう取り計らい、
１５条指定医がこれを確認する。１５条指定医がこれを確認する。

３．耳鼻咽喉科医の指導を受けている販売店、販売３．耳鼻咽喉科医の指導を受けている販売店、販売
業者を支援する。業者を支援する。

４．補聴器および集音器の宣伝においては、薬事法４．補聴器および集音器の宣伝においては、薬事法
による広告規制の遵守を指導する。による広告規制の遵守を指導する。



日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医

地方部会長の推薦地方部会長の推薦

地方部会長は「日本耳鼻咽喉科学会補聴器地方部会長は「日本耳鼻咽喉科学会補聴器

相談医」（以下「相談医」と略）委嘱の申請の相談医」（以下「相談医」と略）委嘱の申請の
ために、資格を満たす会員の氏名、住所、勤ために、資格を満たす会員の氏名、住所、勤
務先、勤務作住所のリストを理事長に提出す務先、勤務作住所のリストを理事長に提出す
る。期間は毎年１月１０日から２月１０日とする。期間は毎年１月１０日から２月１０日とす
る。る。



「日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医」「日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医」
委嘱のためのガイドライン委嘱のためのガイドライン

資格資格

（１）日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であること（１）日本耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医であること

（２）補聴器に関する診療（適応決定および効果確認）と相談に積（２）補聴器に関する診療（適応決定および効果確認）と相談に積
極的に参加する意志があること極的に参加する意志があること

（３）下記のいずれかの経歴があること（３）下記のいずれかの経歴があること

a.a.補聴器適合判定意志研修会受講者（厚生労働省主催・日耳補聴器適合判定意志研修会受講者（厚生労働省主催・日耳
鼻後援）鼻後援）

b.b.地方部会が行う「日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医」委嘱地方部会が行う「日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医」委嘱
のための研修会受講者（研修会カリキュラムは別に定める）のための研修会受講者（研修会カリキュラムは別に定める）



「日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医」「日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医」
委嘱のためのガイドライン委嘱のためのガイドライン

更新更新

（１）更新の資格（１）更新の資格

以下の講習会を６年間に６時間以上受以下の講習会を６年間に６時間以上受
講すれば更新資格を取得できる。講すれば更新資格を取得できる。

専門医講習会の補聴器実技講習、身体障害専門医講習会の補聴器実技講習、身体障害
者福祉医療講習会、または日本聴覚医学会者福祉医療講習会、または日本聴覚医学会
補聴器研究会をそれぞれ２時間分とする。た補聴器研究会をそれぞれ２時間分とする。た
だし、地方部会が行う更新のための講習会をだし、地方部会が行う更新のための講習会を
加えることができる。加えることができる。



講習会で受講者が獲得する目標講習会で受講者が獲得する目標

補聴器適応を決定する補聴器適応を決定する

所有補聴器が役立つか否かを判断する所有補聴器が役立つか否かを判断する

使用者が補聴器に不満なため、認定補聴器技使用者が補聴器に不満なため、認定補聴器技
能者などに質問し、また機種の再検討や再調能者などに質問し、また機種の再検討や再調
整を依頼する場合に知っておきたい、関連する整を依頼する場合に知っておきたい、関連する
知識を得る知識を得る

補聴器特性測定と耳型採型を実際に体験する補聴器特性測定と耳型採型を実際に体験する



補聴器店（岡山県と広島県）の現状補聴器店（岡山県と広島県）の現状

岡山県岡山県

タウンペ－ジで補聴器販売店を検索タウンペ－ジで補聴器販売店を検索 ２１０店２１０店

補聴器販売店協会加盟店補聴器販売店協会加盟店 １８店（８．６％）１８店（８．６％）

認定補聴器専門店認定補聴器専門店 １２店（５．７％）１２店（５．７％）

広島県広島県

タウンページで補聴器店を検索タウンページで補聴器店を検索 １７８店１７８店

補聴器販売店協会加盟店補聴器販売店協会加盟店 ２２店（１２．４％）２２店（１２．４％）

認定補聴器専門店認定補聴器専門店 １１店（６．２％）１１店（６．２％）



認定補聴器技能者認定補聴器技能者

厚生労働省の指定法人であるテクノエイド協会は、厚生労働省の指定法人であるテクノエイド協会は、
１９８９年（平成元年）度から補聴器技能講習会を開１９８９年（平成元年）度から補聴器技能講習会を開
き、補聴器技能者の資質向上に努めてきた。き、補聴器技能者の資質向上に努めてきた。

本講習会を受講し、終了時の試験に合格後３年以本講習会を受講し、終了時の試験に合格後３年以
上補聴器装用に関する実務経験を有する者を対象上補聴器装用に関する実務経験を有する者を対象
に１９９３年（平成５年）に第１回認定補聴器技能者に１９９３年（平成５年）に第１回認定補聴器技能者
試験が行われた。試験が行われた。

以後年１回試験が実施され、合格した者が認定補以後年１回試験が実施され、合格した者が認定補
聴器技能者となっている。聴器技能者となっている。





認定補聴器販売店認定補聴器販売店

補聴器特性測定装置、補聴効果評価装置を補聴器特性測定装置、補聴効果評価装置を
もち、簡単な修理が行え、認定補聴器技能者もち、簡単な修理が行え、認定補聴器技能者
がいること。がいること。





聴覚検査と補聴器聴覚検査と補聴器

１．標準純音聴力検査（必須）１．標準純音聴力検査（必須）
２．語音弁別能検査（必須）２．語音弁別能検査（必須）
３．音場における語音弁別能検査３．音場における語音弁別能検査
４．言葉の了解度検査４．言葉の了解度検査
５．歪語音明瞭度検査５．歪語音明瞭度検査
６．方向感検査６．方向感検査
７．７．UCLUCL･･MCLMCL検査（推奨）検査（推奨）
８．８．SISISISI検査検査
９．自記オージオメトリー９．自記オージオメトリー
１０．インピーダンス・オージオメトリー１０．インピーダンス・オージオメトリー
１１．耳鳴検査１１．耳鳴検査
１２．１２．SPLSPLヒアリングメーターによる検査ヒアリングメーターによる検査



標準純音聴力検査標準純音聴力検査

閾値の決定閾値の決定

難聴部位診断難聴部位診断

聴力型聴力型

一般的には、４０ｄ一般的には、４０ｄBB以上が補聴器の適応とい以上が補聴器の適応とい

われている。われている。

５０ｄ５０ｄBB以上は、絶対必要である。以上は、絶対必要である。



語音弁別能検査語音弁別能検査

５７式語表（５７式語表（5050語）と６７式語表（語）と６７式語表（2020語）語）
最高語音明瞭度を弁別能という最高語音明瞭度を弁別能という

マスキングはスピーチノイズを用いるマスキングはスピーチノイズを用いる

通常は、通常は、10dB10dBステップで３回ぐらい行うステップで３回ぐらい行う

高齢者では、３秒間の間隔について行けない高齢者では、３秒間の間隔について行けない
ことがあるので注意ことがあるので注意



語音弁別能検査語音弁別能検査

７０％以上７０％以上 静かな環境下では、おおむね会静かな環境下では、おおむね会
話が理解できる。しかし、騒音下では、聞きづ話が理解できる。しかし、騒音下では、聞きづ
らい。らい。

５０～７０％５０～７０％ 静かな環境下でも聞き取りづら静かな環境下でも聞き取りづら
い場合が出てくる。い場合が出てくる。

５０％未満５０％未満 静かな環境下でもかなり聞き取り静かな環境下でもかなり聞き取り
能力は悪い。能力は悪い。



語音明瞭度語音明瞭度

６０％以上６０％以上 補聴器の効果が得られやすい。補聴器の効果が得られやすい。

４０％以下４０％以下 補聴器の効果に限りがみられる補聴器の効果に限りがみられる
が、他に方法がなければその旨を説明した上が、他に方法がなければその旨を説明した上
で、補聴器の適応。で、補聴器の適応。

２０％以下２０％以下 人工内耳適応？人工内耳適応？



不快閾値の測定不快閾値の測定

UCL (uncomfortable loudness level): 50dBUCL (uncomfortable loudness level): 50dB
やかましくて不快感があるやかましくて不快感がある

MCLMCL (most comfortable loudness level): 80dB(most comfortable loudness level): 80dB
ラジオやレコードを聞いていてその内容が明ラジオやレコードを聞いていてその内容が明
快に聞こえ、しかも長時間きき続けても疲れ快に聞こえ、しかも長時間きき続けても疲れ
ないない




